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最低売却
予定価格
（万円）

建ぺい率／
容積率（％）

用途地域
（※）

登記簿
面積地目所在地物件

番号

１，４５７

４０／８０一低専

１４９．９０㎡
（４５．３４坪）

宅地

町田市下小山田町
字向台４０１４番１７１

１，４３２１５８．４７㎡
（４７．９３坪）

町田市下小山田町
字向台４０１４番２５２

１，８７７１６６．８６㎡
（５０．４７坪）

町田市大蔵町字住
吉３１６２番２４３

２，４７３１９０．２５㎡
（５７．５５坪）

町田市玉川学園五
丁目２３８９番６７４

※一低専：第一種低層住居専用地域

売却予定物件（一覧表）
　諸般の事情により、売却を中止または一部変更する場合もありますのであらかじめご
了承下さい。
　各物件に関する情報は、町田市ホームページ（市政情報「募集案内」→「市有地一般
競争入札」）にも掲載しています。

申
告
に
よ
り
、
市
・
都
民
税
が

減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

対
象
と
な
る
方
は

申
告
を
お
忘
れ
な
く
！

　

平
成　

年
か
ら
始
ま
っ
た
税
源

１９

移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が
減
額
と

な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末

１１

１８

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
額
が
あ
る
方
は
、
申
告
に

よ
り
翌
年
度
の
市
・
都
民
税
（
所

得
割
）
か
ら
控
除
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
以
降
に
入

１９

居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
を
受
け
て
い
る
方
は
、
こ
の
控

除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
下
さ
い
。

　

平
成　

年
度
の
市
・
都
民
税
か

２０

ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
平
成　

年
３
月

２０

　

日
ま
で
に
申
告
が
必
要
に
な
り

１７ま
す
。
ま
た
、
こ
の
制
度
は
平
成

　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま
で
の

２０

２８

各
年
度
の
市
・
都
民
税
に
お
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
が
、
適
用
を
受
け

　

税
源
移
譲
に
よ
り
、
多
く
の
方

は
平
成　

年
１
月
か
ら
所
得
税
が

１９

減
り
、
平
成　

年
６
月
か
ら
市
・

１９

都
民
税
が
増
え
て
い
ま
す
。
平
成

る
方
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

○
申
告
方
法

（
１
）
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ

れ
な
い
方
…
平
成　

年
分
給
与
所

１９

得
の
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て

「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申

告
書
（
給
与
収
入
の
み
を
有
し
て

お
り
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
い

納
税
者
用
）
」
を
平
成　

年
１
月

２０

１
日
現
在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

（
２
）
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ

れ
る
方
…
確
定
申
告
時
に
「
市
町

村
民
税
・
道
府
県
民
税　

住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

○
申
告
期
間　

平
成　

年
７
月
１

２０

日
（
火
）
〜
平
成　

年
７
月　

日

２０

３１

（
木
）

○
申
告
方
法　

平
成　

年
１
月
１

１９

日
現
在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
へ

「
平
成　

年
度
分　

市
町
村
民
税

１９

・
道
府
県
民
税
減
額
申
告
書
」
を

提
出
し
て
下
さ
い
。

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１

４
、
７
２
４
・
２
１
１
７

受
付
に
つ
い
て

飼
い
犬
、
飼
い
猫
等
の
避
妊
・

去
勢
手
術
補
助
金
交
付
申
請
の

　

市
で
は
、
飼
い
犬
、
飼
い
猫
等

の
避
妊
・
去
勢
手
術
に
対
す
る
経

費
の
一
部
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
現
在
、
申
請
件
数
が
非
常
に

多
い
た
め
、
新
た
に
補
助
金
交
付

決
定
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
今
年
度
で
こ
れ
か
ら
補
助
金

の
交
付
申
請
を
予
定
さ
れ
て
い
る

方
は
以
下
の
事
項
に
留
意
し
て
申

請
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

○
補
助
金
交
付
決
定
に
つ
い
て

は
、
現
在
補
助
金
交
付
決
定
を
受

け
て
い
る
方
の
申
請
の
取
下
げ
が

行
わ
れ
た
場
合
や
交
付
決
定
の
取

消
し
が
行
わ
れ
た
場
合
の
キ
ャ
ン

講

演

会

忠
生
公
園

【
町
田
の
遺
跡
か
ら
わ
か
る
縄
文

人
と
自
然
】

　

実
際
に
出
土
し
た
土
器
・
石
器

に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
日
時　
　

月　

日
（
日
）
午
前

１２

１６

９
時　

分
〜　

時　

分
（
雨
天
実

３０

１１

３０

施
）

○
会
場　

忠
生
が
に
や
ら
自
然
館

○
講
師　

社
会
教
育
課
・
学
芸
員

○
入
札
参
加
資
格　

個
人
及
び
法

人○
入
札
件
数　

複
数
物
件
参
加
申

し
込
み
で
き
ま
す

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、　

月
下
旬

１２

発
行
予
定
の
「
一
般
競
争
入
札
に

よ
る
市
有
地
売
却
の
案
内
書
」
に

１
、
所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か

っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
あ
る
方

申
告
に
よ
り
翌
年
度
の
市
・

都
民
税
か
ら
控
除
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す

セ
ル
等
で
予
算
残
額
が
生
じ
た
場

合
に
行
い
ま
す
。
申
請
書
を
お
預

か
り
し
た
順
番
に
補
助
金
交
付
決

定
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

○
交
付
決
定
通
知
が
あ
る
ま
で
、

補
助
対
象
の
避
妊
・
去
勢
手
術
は

で
き
ま
せ
ん
。

○
補
助
金
交
付
決
定
が
あ
っ
た
場

合
は
、
交
付
決
定
の
日
か
ら
３
か

月
以
内
に
手
術
を
実
施
し
、
請
求

書
・
手
術
完
了
報
告
書
を
環
境
保

全
課
ま
で
送
付
し
て
下
さ
い
。
交

付
決
定
の
日
か
ら
３
か
月
以
降
の

手
術
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

○
キ
ャ
ン
セ
ル
等
が
な
い
場
合

は
、
補
助
金
交
付
決
定
を
行
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
補
助
金
交
付

決
定
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
年
度

末
ま
で
わ
か
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

補
助
金
交
付
決
定
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
は
、
申
請
書
を
お
返
し

し
ま
す
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７

１
１

市
が
所
有
し
て
い
る
宅
地
を

市
が
所
有
し
て
い
る
宅
地
を

一
般
競
争
入
札
に
よ
り

一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
却
し
ま
す

売
却
し
ま
す

２
、
平
成　

年
中
に
所
得
が
減
る

１９

等
の
要
因
で
、
所
得
税
が
課
さ
れ

な
く
な
っ
た
方

申
告
に
よ
り
、
平
成　

年
度

１９

市
・
都
民
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

掲
載
し
ま
す
（
案
内
書
の
配
布
場

所
に
つ
い
て
は
、
本
紙
で
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
）
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
５
１

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

４０

○
申
し
込
み　
　

月　

日
ま
で
に

１２

１５

電
話
で
忠
生
が
に
や
ら
自
然
館

（
11
７
９
２
・
１
３
２
６
）
へ
。

※
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
下
さ
い
。

例①　税源移譲により、所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少�

税源移譲前� 税源移譲後�

税源移譲前� 税源移譲後�

所得税額�

所得税額�

所得税額�

所得税額�
が減少�

所得税額�

所得税額�
が減少�

控除しきれ�
ない額�

控除しきれ�
なかった額�

住
宅
ロ
ー
ン�

控
除
可
能
額�

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額�

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額�

所得税から控除し�
きれなかった額を�
市・都民税（所得�
割）から控除する�

納付すべき�
所得税額�

住宅ローン�
控除可能額�

例②　以前から所得税で控除しきれない住宅ローン控除額はあったが、税源移譲に�
　　　よりその額が増加�

【市・都民税控除額】住宅ローン控除可能額－１９年分所得税額�

【市・都民税控除額】税源移譲前の税率で計算した所得税額－１９年分所得税額�

市・都民税控除額�

　

年
分
の
所
得
税
と
平
成　

年
度

１９

１９

の
市
・
都
民
税
（
平
成　

年
中
の

１８

所
得
に
対
す
る
課
税
）
を
合
わ
せ

た
負
担
額
は
、
基
本
的
に
は
変
わ

り
ま
せ
ん
が
、
平
成　

年
中
の
所

１９

得
・
控
除
に
変
動
が
あ
り
、
平
成

　

年
分
の
所
得
税
が
課
さ
れ
な
く

１９な
っ
た
方
は
、
所
得
税
の
税
率
変

更
に
よ
る
税
負
担
の
軽
減
が
さ
れ

ず
、
市
・
都
民
税
の
税
率
変
更
に

よ
る
税
負
担
の
増
額
の
み
影
響
を

受
け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
下
表
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
に
よ
り
、
す
で
に
納

付
済
の
平
成　

年
度
の
市
・
都
民

１９

税
の
税
額
か
ら
、
税
源
移
譲
に
よ

り
増
加
と
な
っ
た
市
・
都
民
税
相

当
額
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
中
に
亡
く
な

１９

ら
れ
た
方
や
、
平
成　

年
１
月
１

２０

日
現
在
国
内
に
居
住
さ
れ
て
い
な

い
方
に
は
、
こ
の
経
過
措
置
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
下

さ
い
。

（
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税

者
用
）
」
を
税
務
署
に
提
出
し
て

下
さ
い
。

　

な
お
、
「
市
町
村
民
税
・
道
府

県
民
税　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
申
告
書
」
は
現
在
作
成
中

で
す
。
申
告
書
の
配
布
場
所
、
配

布
開
始
日
お
よ
び
受
付
場
所
、
受

付
方
法
に
つ
い
て
は
本
紙
で
追
っ

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
申
告
期
限　

平
成　

年
３
月　

２０

１７

日
（
月
）
（
受
付
開
始
日
は
平
成

　

年
２
月
１
日
（
金
）
か
ら
を
予

２０定
し
て
い
ま
す
）

○対象　次の①②の条件を２つとも満たす方

所得税との人的控
除の差額合計額＞①平成１９年度市・都民税の課税所得金

額（申告分離課税所得は除く）

所得税との人的控
除の差額合計額≦②平成２０年度市・都民税の課税所得金

額（申告分離課税所得を含む）

※課税所得金額とは、所得金額から各種所得控除を引いた金額
のことをいいます。
※人的控除とは、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控
除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除のこ
とをいいます。

平成１９年分の所�
得税と平成１９年�
度の市・都民税�
を合わせた負担�
額は、税源移譲�
前と基本的には�
変わりません�

所得や控除に�
変動がない場合�

所得や控除に変動�
があり、平成１９年�
分所得税が非課税�
になった場合�

平成１８年度�
市･都民税�

所得や控除の変動に係る経過措置�

平成１８年分　所得税�

平成１９年度�
市・都民税�

平成１９年分�
所得税�

平成１８年中の�
所得に対して課税�

平成平成１９年度　市年度　市・都民税都民税�平成１９年度　市・都民税�
平成１９年分�
所得税非課税�

還付�税源移譲により増額と�
なった市･都民税額�

還付される場合があります�

申告により�


